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令和 7（2025）年 3 ⽉ 31 ⽇ 

社会福祉法⼈ 桜樹会 
⽩ばら学園こどもの家 

⽩ばら学園第 2 こどもの家 
 
 
 
 
 

⾃⼰評価報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本⾃⼰評価報告書は、厚⽣労働省「保育所における⾃⼰評価ガイドラ
イン」に準拠し、評価項⽬設定および評価を実施し、報告いたします。 
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⽩ばら学園について、 

平成 16（2004）年 4 ⽉ 1 ⽇より社会福祉法⼈桜樹会が設置した保育園です。平成 16 年に、
「こどもの家」、平成 24（2012）年に「第 2 こどもの家」を開設しました。 

「児童⼀⼈ひとりを⼤切にし、⼀⼈ひとりの発達を援助する保育」を基本理念としています。 
保護者の皆さまの育児と仕事の両⽴をはかる「⼦育て⽀援」に⼒を⼊れ、園における集団⽣活、
遊びを通して健やかな成⻑をはかり、社会性や⾃⽴⼼を育てるよう努⼒しています。また農園で
作物を育て収穫するなど「⾷育」にも⼒を⼊れています。 

 
以下の 6 点を保育の⽬標としております。 
1. ⼀⼈ひとりの個性を⼤切にする保育 
2. ⼼⾝ともに元気で明るい⼦を育てる保育 
3. 友だちと協調できる思いやりのある⼦を育てる保育 
4. 何事にも興味や関⼼を持ち、積極的に取組む⼦を育てる保育 
5. 運動⼒、⾳感、造形⼒を育てる保育 
6. 国際社会に⼒を発揮するための基礎⼒を育てる保育 

 
 

総評 

評価項⽬を、保育園を運営していくための 4 つの軸（⼦どものために、保護者と共に、職員のために/
職員と共に、地域と共に）に集約し、各項⽬を A：期待⽔準以上、B：期待⽔準なみ、C：⽔準未満の 3
つの評価基準で、次ページ以降のとおり⾃⼰評価を実施。 
  概ね、基本理念に沿った保育を実施することが出来た。 
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A. ⼦どものために 

 項⽬ 評価 コメント 
1 保育計画が、保育の基本⽅針に基づき、更に地域

の実態や保護者の意向等を考慮して作成されて
いる。 
指導計画の評価を定期的に⾏い、その結果に基
づき、指導計画を改定している。 

A 厚⽣労働省「保育所保育指針」に準拠
し、当社会福祉法⼈の理念や地域、保
護者の意向を反映して作成している。 
ガイドライン等の更新等を機会として
適時改定を実施。 

2 ⼀⼈⼀⼈の⼦どもの発達状況に配慮した指導計
画となっている。 
⼀⼈⼀⼈の⼦どもの発達状況、保育⽬標、⽣活状
況についての記録があり、それぞれの⼦どもに
関係する全職員に周知されている。 
⼀⼈⼀⼈の⼦どもの発達状況、保育⽬標、保育の
実際について話し合うためのケース会議を定期
的かつ必要に応じて開催している。 

A 発達状況に応じた指導計画を策定、適
時⾒直しを⾏うとともに、週次職員会
議で状況の共有を図っている。 

3 登園時や保育中の⼦どもの健康管理は、⼦ども
⼀⼈⼀⼈の健康状態に応じて実施している。 

A 登園時、保育時及び、保護者と⼦ども
の健康状況について情報共有を実施
し、健康管理を実施している。 

4 ⾷事を楽しむことができる⼯夫をしている。 
⼦どもが⼼地よく過ごすことのできる環境を整
備している。 
⽣活の場に相応しい環境とする取組みを⾏って
いる。 

A 昼⾷、及び、おやつについて、⼦どもが
楽しむことが出来るとともに、成⻑に
配慮し、献⽴を決めている。 

5 ⼦ども⼀⼈⼀⼈への理解を深め、受容しようと
努めている。 
基本的な⽣活習慣や⽣理現象に関しては、⼀⼈
⼀⼈の⼦どもの状況に応じて対応している。 

A 項番 3 と同様 

6 ⼦どもが⾃発的に活動できる環境が整備されて
いる。 
⾝近な⾃然や社会と関われるような取組みがさ
れている。 

A 園の畑で野菜を育て、収穫する体験を、
⼦どもに実施している。 

7 さまざまな表現活動が⾃由に体験できるように
配慮されている。 
遊びや⽣活を通して、⼈間関係が育つよう配慮
している。 

A 作品展や⾳楽発表会を通じて、⼦ども
の表現⼒の向上を図っている。 
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8 ⼦どもの⼈権に⼗分配慮するとともに、⽂化の
違いを認め、互いに尊重する⼼を育てるよう配
慮している。 
性差への先⼊観による固定的な観念や役割分業
意識を植え付けないよう配慮している。 

A 全国保育⼠会「⼈権擁護のためのセル
フチェックリスト」を職員で共有し、
⼦どもの⾃尊⼼に配慮する保育を実施
している。 

9 乳児保育のための環境が整備され、保育の内容
や⽅法に配慮がみられる。 
⻑時間にわたる保育のための環境が整備され、
保育の内容や⽅法に配慮がみられる。 

A 乳児の保育については、SIDS 等注意す
べき観点に留意した、保育を実施して
いる。安全管理は⽉次で確認を実施。 

10 しょうがい児保育のための環境が整備され、保
育の内容や⽅法に配慮がみられる。 

A ⾝体的しょうがい児の園児はいなかっ
たが、加配対象の園児について、保育
者を増員して対応。 

11 虐待を受けていると疑われる⼦どもの早期発⾒
に努め、得られた情報をもとに速やかに対処し
ている。 
虐待を受けていると疑われる⼦どもの保護者へ
の対応について、児童相談所などの関係機関に
照会、通告を⾏う体制が整っている。 

A 関係機関との情報連携を実施してい
る。 

 

B. 保護者と共に 

 項⽬ 評価 コメント 
1 ⼀⼈⼀⼈の保護者と、⽇常的な情報交換に加え、

個別⾯談などを⾏っている。 
家庭の状況や保護者との情報交換の内容が必要
に応じて記録されている。 

A 1 年に 2 回個別⾯談を実施。 
さらに、必要に応じて追加⾯談も実施
している。 

2 ⼦どもの発達や育児などについて、保護者と共
通理解を得るための機会を設けている。 

A 同上 

3 保育の実施に当たり、保護者から意⾒を聞くた
めの取り組みを⾏い、その意向に配慮している。 

A 同上 

4 健康診断の結果について、保護者や職員に伝達
し、それを保育に反映している。 
感染症への対応については、マニュアルがあり、
発⽣に際しては、その状況を必要に応じて保護
者に連絡している。 

A 健康診断は 1 年に 2 回実施、結果につ
いては保護者に伝えるとともに、職員
内でも共有している。 

5 専⾨医から指⽰があった場合において、アレル
ギー疾患をもつ⼦どもの状況に応じて適切な対

A アレルギー疾患を持つ⼦どもについて
は園内で情報を共有するとともに、献
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応を⾏っている。 
⽇々の献⽴を保護者に⽰すとともに、必要に応
じて、⼦どもの喫⾷状況を保護者に知らせてい
る。 

⽴の配慮を⾏っている。献⽴は⽉次で
策定し、保護者に⽰している。喫⾷状
況に留意点がある場合ついては、直接
⼜は連絡ツールを⽤いて保護者に伝え
ている。 

 

C. 職員のために/職員と共に 

 項⽬ 評価 コメント 
1 職員のスキルアップに配慮している。 

職員の研修ニーズを把握し、職員に適切な研修
機会を確保している。 

A 職員のスキル状況に応じ、キャリアア
ップ研修やその他研修への参加を実
施。 

2 保育の質の向上や改善のための取組みを、職員
参加により⾏っている。 
保育の内容について、職員参加により、定期的に
⾃⼰評価を⾏っている。 

A 週次定例会議の中で実施。 

3 守秘義務の遵守を周知している。 A ⼊職時及び職員研修会で徹底するとと
もに、職員は守秘義務誓約書を提出。 

 

D. 地域と共に 

 項⽬ 評価 コメント 
1 地域の保育ニーズを把握するための取り組みを

⾏い、それを事業に反映している。 
育児相談など地域の⼦育て家庭を対象とする⼦
育て⽀援のための取り組みを⾏っている。 

A 保育園の運営以外に、⼦育て⽀援拠点
センターを開設し、交流の場として⼦
育て⽀援を実施している。 

2 ⼀時保育は、⼀⼈⼀⼈の⼦どもの⼼⾝の状態を
考慮し、通常保育との関連を配慮しながら⾏っ
ている。 

A 同上 

3 保育所の役割を果たすために必要な地域の関係
機関などの情報を収集し、それを職員が共有し
ている。 
⼦どもの健康状況について、医療機関などに相
談や連携ができる体制になっている。 
育児相談などに際して、児童相談所などの専⾨
機関に相談や連携ができる体制になっている。 

A 園医を決めており、⼦どもの健康状態
については適時相談できる体制を構築
している。 
 

4 ⼩学校との間で、⼩学⽣と園児とが互いに⾏事 A 当園 5 歳児クラス園児と⼩学校１年⽣
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等で交流する機会を設けており、職員間の話し
合い、研修などの機会がある。 
近隣の⼈々に保育について理解を得たり、協⼒
を依頼するなどの配慮をしている。 

との交流を実施。 

5 実習⽣を受け⼊れるに当たっては、受け⼊れの
意義や⽅針が全職員に理解され、実習担当者も
決められている。 

A 毎年度実習⽣を受け⼊れており、全職
員にも共有されている。 

6 保育所の保育理念及び基本⽅針が明⽂化されて
いる。 
保育理念や基本⽅針を職員、保護者、関係者に周
知するための取組みを⾏っている。 
情報提供に当たって、わかりやすく伝える⼯夫
や配慮を⾏っている。 

A 保育理念や⽅針については、ホームペ
ージに掲⽰、及び、パンフレット等は
園⼊り⼝に配置している。 

 
 
 
 
 
 

以上 
 


